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【Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－㉓】 

㉓ 血友病患者の治療の評価の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

血友病患者における治療の選択肢を拡げる観点から、薬剤料を包括し
ている入院料等について、血友病治療薬に係る薬剤料の取扱いを見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．療養病棟入院基本料及び特定入院料等の薬剤費を包括している入院
料等について、血友病治療薬に係る薬剤料の包括範囲を見直す。 

 
２．介護老人保健施設及び介護医療院で薬剤の費用が医療保険からの給

付となっている血友病治療薬の対象範囲を見直す。 
 

改 定 案 現   行 

［施設基準］ 

別表第五の一の二 特定入院基本

料、療養病棟入院基本料、障害者

施設等入院基本料の注６及び注 12

の点数並びに有床診療所療養病床

入院基本料に含まれない除外薬

剤・注射薬並びに特殊疾患入院医

療管理料、回復期リハビリテーシ

ョン病棟入院料、特殊疾患病棟入

院料、緩和ケア病棟入院料、認知

症治療病棟入院料及び特定機能病

院リハビリテーション病棟入院料

の除外薬剤・注射薬 

（中略） 

血友病の患者に使用する医薬品

（血友病患者における出血傾向の

抑制の効能又は効果を有するもの

に限る。） 

 

※ 別表五の一の三、別表五の一の

四、別表五の一の五についても同

様。 

 

［施設基準］ 

別表第五の一の二 特定入院基本

料、療養病棟入院基本料、障害者

施設等入院基本料の注６及び注 12

の点数並びに有床診療所療養病床

入院基本料に含まれない除外薬

剤・注射薬並びに特殊疾患入院医

療管理料、回復期リハビリテーシ

ョン病棟入院料、特殊疾患病棟入

院料、緩和ケア病棟入院料、認知

症治療病棟入院料及び特定機能病

院リハビリテーション病棟入院料

の除外薬剤・注射薬 

（中略） 

血友病の治療に係る血液凝固因

子製剤及び血液凝固因子抗体迂回

活性複合体 
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第十六 介護老人保健施設入所者に

ついて算定できない検査等 

一～二 (略) 

三 介護老人保健施設入所者につ

いて算定できる注射及び注射薬

等の費用 

(中略) 

血友病の患者に使用する医薬

品（血友病患者における出血傾

向の抑制の効能又は効果を有す

るものに限る。） 

第十六 介護老人保健施設入所者に

ついて算定できない検査等 

一～二 (略) 

三 介護老人保健施設入所者につ

いて算定できる注射及び注射薬

等の費用 

(中略) 

血友病の治療に係る血液凝固

因子製剤及び血液凝固因子抗体

迂(う)回活性複合体の費用 

 




